
１　市町村の取組状況

表-1
対　　象
市町村数

実　　施
市町村数

全域指定 14 10

部分指定 9 8

全域指定 2 1

部分指定 10 8

26 19

実施市町村

未実施市町村

都留市、中央市、

　　　※昭和町は指定地域なし 早川町、西桂町

山中湖村、鳴沢村

富士河口湖町

（１）協定形態別内訳

表-2 （単位：件、人、ha、千円）

うち通常単価 うち８割単価

協 定 数 308 195 113 7 315 100.3%

参加者数 11,659 7,539 4,120 7 11,666 100.6%

協定面積 3,654 2,763 891 74 3,728 100.5%

交付金額 493,099 412,212 80,887 9,585 502,684 100.6%

（２）協定面積に占める農振農用地区域編入面積

表-3 今期対策(H27～)における農振農用地区域編入面積（単位：ａ）

田 畑 計

0 0 0

0.000% 0.000% 0.000%

 

計

   　平成２９度中山間地域等直接支払制度の実施状況

８法地域

個別協定

協定面積占有率(%)

前年比(%)集落協定

２　協定締結の状況

特認地域

合　　計

平成２７年度～

中山間地域等直接支払制度は、過疎法等の地域振興関連８法（以下、「８法」という。）及び山梨県中
山間地域等直接支払制度特認基準（以下、「特認」という。）に指定された地域を有する市町村で実施す
ることができる。
山梨県内の２７市町村のうち、指定された地域を有する市町村は２６市町村あり、そのうち平成２９年

度に同制度を実施した市町村は１９市町村である。
なお、未実施７市町村のうち３町村は同制度の規定する下限面積等の農用地基準を満たす対象農用地が

ない、４市町が農家の高齢化等により協定締結ができない等の理由から本制度を実施していない。

注）特認基準の部分指定地域については、８法
部分指定市町村と重複する関係で合計が合わ
ない。
（重複市町村：甲府市、山梨市、韮崎市、
南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
甲州市、富士河口湖町）

平成２９年度協定数は、集落協定３０８、個別協定７、合計３１５で、昨年度から１協定増加した。
集落協定参加者数は６８人増加して１１，６５９人となり、協定面積は、集落協定で１７ｈａ増加

して３，６５４ｈａ、個別協定は微増して７４hａで、合計３，７２８ｈａとなっている。
協定への交付金は、集落協定で３，１８１千円増加し、４９３，０９９千円、個別協定は前年から

２千円増加して９，５８５千円で、合計５０２，６８４千円の交付となっている。
また、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推進するための段階

的単価別では、集落協定で、通常単価協定が１９５（６３％）、８割単価協定１１３（３７％）、個別
協定では全協定が通常単価協定となっている。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

資料１



（３） 協定参加者の構成

表-4 集落協定参加者の構成 （単位：人）

農業者 法人構成員
農業生産
組織構成

その他組織 非農業者 その他

10,585 259 226 142 375 72

合計

11,659

　注）農業者には交付金を受けていない農業者が含まれる。

　　　その他の組織には土地改良区、水利組合が含まれる。

表-5 個別協定の経営形態別内訳

認定農業者
認定農業者
に準ずる者

農地所有適
格法人

計

4 0 3 7

（４）一協定当たり及び協定参加者一人当たりの平均面積・交付金額

表-6 （単位：人､ha､千円）

一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり

協定面積 3,654 11.86 0.31 14.17 0.37 7.88 0.22 74 10.57

交付金額 493,099 1,601 42 2,114 55 716 20 9,585 1,369

面積H28比 100% 100% 101% 100% 99% 99% 98% 100% 100%

（５）協定面積の地目・区分別内訳

表-7 （単位：ha）

急傾斜
小区画･
不整形

緩傾斜
その他
（※１）

計

田 1,832 0 1,291 35 3,157

前年比(%) 100.4% 0.0% 100.0% 98.7% 100.2%

畑 144 411 16 571

前年比(%) 104.6% 100.7% 100.8% 101.7%

計 1,976 0 1,701 51 3,728

計
全体 通常単価協定 ８割単価協定 全体

一人当たり

個別協定集落協定

計

認定農業者

57.1%
認定農業者

に準ずる者

0.0%

農地所有適

格法人

42.9%

農業者

90.8%

法人構成員

2.2%

農業生産組

織構成員

1.9%

その他組織

1.2%
非農業者

3.2%

その他

0.6%

※１は、高齢化率・耕作放棄率の高い農地をいう。

地目別では田が８４．４％、畑が１５．６％となっている。区分別では急傾斜が５３．３％、
緩傾斜が４５．３％、その他が１．４％となっている。

協定面積では集落協定は一協定当たり１１．８６ｈａ、一人当たり０．３１ｈａ、個別協定は
一人当たり１０．５７ｈａとなっている。
また、交付金額では集落協定は一協定当たり１，６０１千円、一人当たり４２千円、個別協定は

一人当たり１,３６９千円となっている。
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（６）地域別実施状況

表-8 （単位：ha）

田 畑 計 割合

中北地域 2,894 19 2,913 78.1%

峡東地域 4 439 443 11.9%

峡南地域 133 72 205 5.5%

富士東部地域 126 41 167 4.5%

計 3,157 571 3,728 100.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

中北地域 峡東地域 峡南地域 富士東部地域

ha

畑

田

急傾斜

25.3%

緩傾斜

71.9%

その他

2.8%

畑の区分別内訳

急傾斜

58.0%
小区画･

不整形

0.0%

緩傾斜

40.9%

その他

1.1%

田の区分別内訳

急傾斜

53.0%

小区画･

不整形

0.0%

緩傾斜

45.6%

その他

1.4%

区分別内訳田

84.7%

畑

15.3%

地目別内訳

協定締結面積を、エリア４ブロック
別にみると、最も多いの中北地域で
２，８３９ｈａ（前年比８ｈａ増）と
なっている。
地目別にみると、田で最も多いのが

中北地域で２，８２０ｈａ（同８ｈａ
増）、畑で最も多いのが峡東地域で４
３９ha（同９ｈａ増）となっている。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。



（７）集落協定における協定農用地面積別協定数

表-9 

5ha未満
5ha以上
10ha未満

10ha以上
20ha未満

20ha以上
30ha未満

30ha以上
50ha未満

50ha以上 計

中北地域 55 36 63 28 11 7 200 　　　

峡東地域 11 13 12 4 1 0 41

峡南地域 31 6 3 1 0 0 41

富士東部地域 15 10 0 0 0 1 26

計 112 65 78 33 12 8 308

（８）集落協定における協定参加者数別協定数

表-10 

2～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上 計

中北地域 19 42 30 60 41 8 200

峡東地域 5 8 6 11 11 0 41

峡南地域 3 12 11 10 1 4 41

富士東部地域 2 9 6 5 3 1 26

計 29 71 53 86 56 13 308

2～9人

9.4%

10～19人

23.1%

20～29人

17.2%

30～49人

27.9%

50～99人

18.2%

100人以上

4.2%

5ha未満

36.4%

5以上10ha未満

21.1%

10以上20ha未満

25.3%

20以上30ha未満

10.7%

30以上50ha未満

3.9%

50ha以上

2.6%

一協定当たりの平均協定面積は約１２ｈａ（表－６参照）であるが、協定農用地面積別協定数を
みると、最も多いのが１ｈａ以上５ｈａ未満で１１２協定（３６．４％）、次に１０ｈａ以上
２０ｈａ未満が７８協定（２５．３％）なっている。

一協定当たりの平均協定人数は３７．９人（１１，６５９人/３０８協定）であるが、
協定参加者数別協定数をみると、最も多いのが３０人以上５０人未満で８６協定
（２７．９％）、次が１０人以上２０人未満で７１協定（２３．１％）となっている。



３　共同取組活動の実施状況 ※全集落協定（３０８協定）が実施する取組

（１）集落協定における交付金の配分状況

表-11 （千円、％）

共同取組
活動充当

農業者等
へ配分

計

金　額 238,341 254,758 493,099

前年比 100.0% 101.3% 100.6%

（２）集落協定における共同取組活動充当割合別協定数

表-12 

20%未満
20%以上
40%未満

40%以上
70%未満

70%以上
100%未満

100% 計

中北地域 28 19 138 2 13 200

峡東地域 35 2 3 1 0 41

峡南地域 2 8 7 0 24 41

富士東部地域 7 0 16 2 1 26

計 72 29 164 5 38 308

20%未満

23.4%

20以上

40%未満

9.4%40%以上70%未満

53.2%

70%以上100%未満

1.6%

100%

12.3%

農業者等へ

配分

51.7%

共同取組活

動充当

48.3%

条件不利地における農業者等への適切な格差是正のため、交付金額の概ね１／２以上を個人配分
に充てることを原則とし、農業者へは２５４,７５８千円（５１．７％）が配分されている。

集落協定における共同取組活動充当割合別協定数をみると、最も多いのが４０％以上７０
％未満で１６４協定（５３．２％）となっている。その内訳としてエリア４ブロック別に見
ると最も多いのが中北地域で１３８協定となっている。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合が
ある。



（３）共同取組活動に対する交付金の使用方法

表-13 （千円）

役員報酬 研修会等
水路･農
道等の維
持管理

農地管理
鳥獣害防
止対策

共同利用
機械購入

共同利用
施設整備

多面的機
能を増進
する活動

その他

選択協定数 225 107 228 129 62 12 9 38 115

使用金額 31,700 10,590 105,658 41,183 18,439 2,668 3,695 7,222 105,033

※協定数は、当該活動に交付金を使用した協定数である。 （複数選択）
　使用金額は、前年の積立・繰越の使用を含むため当該年度交付金額とは合わない。

（千円）

共同利用施

設整備

共同利用機

械購入

多面的機能

を増進する

活動

鳥獣害防止

対策

研修会等

その他

農地管理

役員報酬

水路･農道

等の維持管

理

0 50 100 150 200 250

選択協定数

共同利用機

械購入

共同利用施

設整備

多面的機能

を増進する

活動

研修会等

鳥獣害防止

対策

役員報酬

農地管理

その他

水路･農道等

の維持管理

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

使用金額

集落協定に位置づけられている共同取組活動に対する交付金の使用方法についてみると、
多く位置づけられている使用方法及び金額は、「水路・農道の維持管理」が２２８協定（７
４．０％）１０５，６５８千円、「役員報酬」が２２５協定（７３．１％）３１，７００千
円、「農地管理」が１２９協定（４１．９％）、４１，１８３千円となっている。
また、共同取組活動に対する交付金の３６．９％が共同利用機械購入、共同利用施設整備、

災害時の復旧、集落活動として行う各種イベントのため積み立てられている。
※上記説明文中の、かっこ内の％は全集落協定数３０８協定に対する割合を示す。
また、３６．９％は共同取組活動充当総額に占める当該年度の積み立て金額を示す。
○それぞれの項目における主な交付金の使途
・役員報酬：集落協定に定める役職者に対して支払われた費用
・研修会等：協定参加者が参加する各種研修会等、新規就農者・オペレータ等の研修に

係る費用
・水路･農道等の維持管理：水路･農道等の清掃、補修、点検等に係る費用
・農地管理：畦畔管理、のり面点検、簡易基盤整備、耕作放棄地の管理、復旧、農作業

受委託等に係る費用
※のり面とは、傾斜地で上部に平地を作った時に周辺部にできる斜面部分

・鳥獣害防止対策：防止柵等資材、防止柵等設置、防止柵維持管理等の費用
・共同利用機械購入：トラクター、草刈機等購入、共同機械修理、燃料等の費用
・共同利用施設整備：育苗施設、集出荷施設、処理加工施設、販売施設、その他共同利

用施設に係る建設、補修、運営等の費用
・多面的機能を増進する活動：景観作物の作付け、市民農園の設置運営、周辺林地の下

草刈り、堆きゅう肥の施肥等に係る費用
※景観作物とは、ひまわり、コスモス、ビオラ等の観賞用
草花

・その他：積立、その他の共同活動に係る費用
（農産物等の販売促進関係費、都市住民との交流促進関係費等）



（４）農業生産活動等（耕作放棄の防止等）に関する事項　

表-14

賃借権設
定・農作
業の委託

既荒廃農
用地の復
旧

既荒廃農
用地・限
界的農地
の林地化

既荒廃農
用地の保
全管理

選択協定数 83 0 0 5

農地のり
面の管理

鳥獣害防
止対策
(柵・ﾈｯﾄ
の設置）

簡易な基
盤整備

担い手の
確保

地場農産
物等の加
工・販売

土地改良
事業

その他

選択協定数 244 111 10 3 2 1 8

（複数選択）

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（耕作放棄の防止等）に関する
事項についてみると、最も多く位置付けられている活動は、「農地のり面の管理」で２４４協定
（７９．２％）で、次いで「鳥獣害防止対策」が１１１協定（３６．０％）「賃貸借権設定・農
作業の委託」が８３協定（２６．９％）の順となっている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０８協定に対する割合を示す。

既荒廃農用地・限界的

農地の林地化, 0.0%

既荒廃農用地の復旧, 

0.0%

土地改良事業, 0.3%

地場農産物等の

加工・販売 0.6%

担い手の確保, 1.0%

既荒廃農用地の

保全管理, 1.6%

その他, 2.6%

簡易な基盤整備, 3.2%

貸借権設定・農作業の

委託, 26.9%

鳥獣害防止対策, 

36.0%

農地のり面の管理, 

79.2%
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（５）農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項　

表-15 

水路管理 農道管理
その他の
施設管理

選択協定数 288 308 5 （複数選択）

　

（６）多面的機能を増進する活動に関する事項　

表-16 

国土保全
機能を高
める取組

保健休養
機能を高
める取組

自然生態
系の保全
に資する
取組

その他

選択協定数 207 107 17 2 （複数選択）

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関
する事項についてみると、「農道の管理」を位置付けている協定数は３０８協定（１００％）、
「水路の管理」を位置付けている協定が２８８協定（９３．５％）となっている。
また、「その他の施設の管理」は５協定（１．６％）で位置付けている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０８協定に対する割合を示す。

集落協定に位置付けられている活動内容を、多面的機能を増進する活動に関する事項につ
いてみると、「国土保全機能を高める取組」が最も多く、２０７協定（６７．２％）で位置
付けられている。次いで、「保健休養機能を高める取組」で１０７協定（３４．７％）、
「自然生態系の保全に資する取組」で１７協定（５．５％）の順となっている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０８協定に対する割合を示す。

○それぞれの取組の主な内容
・国土保全機能を高める取組：周辺林地の下草刈り、土壌流亡に配慮した営農
・保健休養機能を高める取組：棚田オーナー制度、市民農園等の開設･運営、（体験民宿

（グリーン・ツーリズム））、景観作物の作付け
・自然生態系の保全に資する取組：魚類･昆虫類の保護、（鳥類の餌場の確保）、粗放的畜産、

堆きゅう肥の施肥、（拮抗作物の利用）、
（合鴨･鯉の利用）、（輪作の徹底）、緑肥作物の作付け

※かっこ書きは、取組事例が無かった項目

その他の施設

管理, 1.6%

水路管理, 93.5%

農道管理, 100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他, 0.6%

自然生態系の保全に

資する取組, 5.5%

保健休養機能を高める

取組, 34.7%

国土保全機能を高める

取組, 67.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%



（７）集落マスタープランの内容　

表-17

将来にわ
たり農業
生産活動
等が可能
となる集
落内の実
施体制構
築

協定の担
い手とな
る新たな
人材の育
成と確保

協定参加者
それぞれ
が、作物生
産・加工・
直売等様々
な工夫によ
り再生可能
な所得を確

保

その他

選択協定数 241 41 10 62 （複数選択）

（８）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項　　　※通常単価協定(１９５協定)のみ実施

表-18 農用地等保全マップの作成内容

農地法
面、水
路・農道
等補修・
改良

既荒廃農
用地復旧
又は林地
化

農作業共
同化又は
受委託等

自己施工
の箇所、
整備内
容、受益
農地

農地の保
全活動を
行う担い
手、活動
内容、活
動農用地

その他将
来に向け
た適正な
農用地保
全

選択協定数 163 0 2 0 0 37（複数選択）

通常単価の交付を受ける集落協定に位置付けられている農業生産活動等の体制整備として取り
組むべき事項のうち、農用地等保全体制の整備として作成する農用地等保全マップに記載する内
容をみると、「農地法面、水路・農道等補修・改良」が最も多く、１６３協定（８３．６％）で
あり、次いで「その他将来に向けた適正な農用地保全」が３７協定（１９．０％）となっている。
※上記説明文中、かっこ内％は通常単価協定数（１９５協定）に対する割合を示す。

集落協定に規定されている集落マスタープランで記載した集落の目指すべき将来像の内容を
みると、「将来にわたり農業生産活動等が可能となる集落内の実施体制構築」が最も多く、２４１
協定（７８．２％）であった。 次いで、「協定の担い手となる新たな人材の育成と確保」で
４１協定（１３．３％）の順となっている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０８協定に対する割合を示す。

協定参加者それぞれ

が、作物生産・加工・販

売等様々な工夫により

再生可能な所得を確

保, 3.2%

協定の担い手となる新

たな人材の育成と確保, 

13.3%

その他, 20.1%

将来にわたり農業生産

活動等が可能となる集

落内の実施体制構築, 

78.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

農地の保全活動を行

う担い手、活動内

容、活動農用地, 0.0%

自己施工の箇所、整

備内容、受益農地, 

0.0%

既荒廃農用地復旧

又は林地化, 0.0%

農作業共同化又は

受委託等, 1.0%

その他将来に向けた

適正な農用地保全, 

19.0%

農地法面、水路・農

道等補修・改良, 

83.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%



（９）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項 ※通常単価協定のみ実施

表-19

選択協定数 0 1 0

選択協定数 165 29 5 1 8 （複数選択）

 

Ｃ要件（１９５協定が選択）

※Ａ要件（機械・農作業の共同化、高付加価値型農業の実践、農
業生産条件の強化、担い手への農地集積・農作業委託等）を選択
した協定はない。
※Ｃ要件は、複数選択可

担い手型
組織対応
型

Ｂ　要　件（１協定が選択）

行政等支
援型

集落ぐる
み型

消費・出
資の呼び
込み

地場農産
物の加
工・販売

都市農村
交流型

新規就農
者の確保

通常単価の交付を受ける集落協定に位置づけられている農業生産活動等の体制整備として取り組
むべき活動内容をみると、Ｃ要件のうちの「集落ぐるみ型」が最も多く１６５協定（７８．９％）
となっており、次いでＣ要件の「組織対応型」が２９協定（１３．９％）となっている。
なお、当県はＢ要件を選択しているのは１協定のみ、Ａ要件を選択した協定はない。

※上記説明文中、かっこ内％は要件選択協定数の合計（２０９）に対する割合を示す。

第４期対策への切り替えを契機に、Ａ・Ｂ要件の選択を避け、高齢化対策としてＣ要件のみを選択を
した集落協定が多くなっている。

地場農産物の加工・販

売

0.5%

集落ぐるみ型
78.9%

組織対応型
13.9%

担い手型
2.4%

都市農村交流型
0.5% 行政等支援型

3.8%





（市町村数） （協定数）

（交付面積）

（協定の概要）

① １協定当たりの参加者数 37人、交付面積 118,349㎡、交付金額 1,595,823円　

③ １市町村当たりの協定数  17協定、交付面積 1,962,109㎡、

1 集落マスタープランに定めた取り組むべき事項の達成状況

2 農業生産活動等として取り組むべき事項の実施状況：全協定必須・基礎（８割）単価

中山間地域等直接支制度（第４期対策）中間年評価の概要について

都道府県中間年評価書

都道府県名 　山梨県 担当部署 　農政部農村振興課

　交付金交付の評価（運用第１７等）

① 全市町村数 27、② 対象市町村数
26、③ 促進計画策定市町村数 22、
④ 交付市町村数 19

① 耕地面積　23,800ha
② 対象農用地面積　4,878ha
③ 交付面積　3,728a（基礎単価　891ha、体制整備単価　2,837ha）
④ 加算単価面積（集落連携・機能維持加算  ０ha、急傾斜農地保全加算　11.7ha）
⑤ 地目別交付面積（田　3,157ha・畑　571ha）
⑥ 交付基準別交付面積（急傾斜 1,976ha、緩傾斜 1,702ha、
　　　　　　　　　　　 高齢化率･耕作放棄地率 50ha）

交付総額 2.３８億円

① 協定数３１５　② 基礎単価11３、
体制整備単価20２、③ 集落協定308、
④個別協定７

　現段階では19協定（約６％）において進捗が遅れぎみであるが、それ以外の協定では
確実に実施されている。19協定に対しても、話し合いや市町村等との連携強化、共同活
動の充実等について指導・助言することにより、平成３１年度には全協定で目標達成見
込みである。
　「農業生産活動等として取り組むべき事項」（全協定必須）、「自立的かつ継続的な
農業生産活動」（選択１９５協定）とも現段階においてはほぼ計画的に実施されてい
る。
　アンケート調査では、将来農用地の一部が荒廃することを懸念している協定が半数を
占めるなど、高齢化・担い手不足等により作業者の確保が難しくなっていくことが想定
される。次期対策に向けて地域ぐるみでの担い手確保が課題である。

①「耕作放棄地の防止等の活動」として、各協定が計画に基づいて「農地の法面管理」
や「柵、ネット等の設置」等を中心に取り組んでおり、平成３１年度まで実施される見
込みである。１２協定（約４％）において進捗にやや遅れが見られるが、市町村のサ
ポートにより今後の実施が見込まれる。
　特に鳥獣害対策に重点を置いて活動を行い、協定面積が微増している地域も見られ
る。
　なお個別協定においては、サポート等を必要とせず、全協定において円滑に実施され
ている。

②「水路・農道等の管理」については、ほぼ全ての協定で計画的に取り組んでおり、今
後も確実な実施が見込まれる。

5.03億円 配分割合 (個人) 2.6５億円 (共同取組)

② 参加者１人当たりの交付金額 44,426円

 　　　　　　　　　交付金額 26,457,059円

資料２



3 自律的かつ継続的な農業生産活動等の進捗状況：選択・体制整備（10割）単価

4 集落協定内における話し合いの状況

5 集落戦略への取組状況

※　本制度の取組状況から、これまでの制度の評価と課題について簡潔に取りまとめるとと
もに、制度の改善・見直しの方向性を記載する。

　制度の評価（成果と課題）

　県内の集落協定では３０８協定中、１９５協定で選択している。
・必須の農用地等保全活動は、７協定（約４％）でサポートが必要であるが、平成３１
年度までに全協定が達成見込みである。
・選択的必須要件の選択状況については、Ａ要件（農業生産性の向上）は０、Ｂ要件
（新規参加者を確保した活動）を１協定のみで、全てが高齢化対策としてＣ要件（集団
的かつ持続的な体制整備）を選択しており、全協定で達成見込みである。
・B要件を選択した協定については、女性部が中心となり地場農産物の加工販売や地域と
連携した食育活動に積極的に取り組んでいる。
・また、Ａ要件の選択が前期対策より大きく減少しているが、高齢化や担い手不足によ
り基礎的な活動のみ、もしくは高齢化対策でもある「Ｃ要件」の選択までに止めている
協定が多いことが伺われる。

③「多面的機能を増進する活動」については、「土壌流亡に配慮した営農」「景観作物
の作付け」に多くの協定が計画的に取り組んでいる。
　１６協定（約５％）で課題があるものの、市町村の指導・助言により実施が見込まれ
る。
　また、「棚田オーナー制度」や「体験農園」といった都市農村交流活動についても
１２協定が積極的に取り組んでおり、いずれも計画通り実施見込みである。
　なお、個別協定は１協定のみが選択しているが、今後も計画通り実施見込みである。

　１協定あたり、年間平均５回の話し合いの機会を持っている。
地域の実情により最高は１７回、最低は１回と差はあるが、市町村によっては話し合い
の機会が増えた協定もあり、共同活動は活発化している。
　また、回数が少ない協定についても、役員会や連絡体制を充実させたり、共同取り組
み活動と併せて話し合いを持つ等、効率的な実施方法が工夫されている。

・集落戦略を作成した協定は１協定のみであるが、１村１協定でまとまっていたため、
村、協定とも円滑な推進や取組ができたことが要因であると思われる。
　また、来年度に向けて検討が進められている協定も見られる。
・対象となる協定（１５ha以上）における必要性の認識として、半数近くが「分からな
い」と回答しており、周知が不十分であると言える。
　「必要」「不必要」と回答している協定についても、「１０～１５年先のことまで見
込めない（現状の活動で精一杯）ため作成できない」のが実態である。
　また、大規模協定の多くは選択的必須要件「Ｃ要件（集団的かつ持続的な体制整備＝
耕作できなくなった者が出た際に備えて、代わりに耕作する者を位置づける）」を選択
しているため、遡及返還に対してそれほど危機感を持っていない協定があることも想定
される。

【第三者委員会からの意見】

〇第４期対策を実施しなかった協定からは「制度を活用したいが、事務負担が大変であ
るため継続を断念した」という声が多く聞かれている。
　例えば写真をもって活動実施の確認を行い簡素化を図る等、農業者の事務負担軽減が
必要である。
〇第三者委員会では、当制度は農業・農村の維持のために大変有効な制度であり、継続
していくべきと評価する。
　また、本評価項目（以下①～④）に挙げられた課題については、当制度のみでなく他
施策を含めた総合的な対策が必要であり、今回の評価結果いかんにより、これらの課題
が当制度だけの責任になってしまったり、次期対策に悪影響を与えてしまわないかを懸
念する。



① 農業生産体制（農業経営体や後継者・新規就農者、農地利用等）

② 所得形成（高収益作物の導入、６次産業化、都市農村交流等）

③ 集落維持（多面的機能の維持、集落コミニュティの活性化等）

④ 行政取組等（都道府県の推進体制、市町村の推進活動に対する支援等）

⑤

　農業・農村の多面的機能の維持、耕作放棄地の発生防止、集落コミュニティの活性
化等に対して、当制度は大変有効であり、今後も継続していく必要がある。
　しかしながら、市町村評価やアンケートを通じて、「高齢化」「担い手・後継者不
足」等による事務負担の増大や、活動継続に対する不安等が大きな課題となってお
り、次期対策では協定面積が縮小することも懸念される。
　他施策等と総合的に連携して高齢化や担い手対策を進めるとともに、本制度につい
ても５年間の協定期間の見直し、集落戦略要件・遡及返還規定の緩和、事務処理の簡
素化等の制度改善を再検討する必要がある。

①～④及び集落等に対するアンケート調査結果等を踏まえた制度全体に係る総合
的な評価

・本県では年に２回程度、農村振興課が全市町村を対象とした担当者会議等を開催す
る他は、各農務事務所が本課と連携しながら、市町村に対して直接支援を行う体制を
とっている。
　特に平成２８年度から、抽出検査を各農務事務所が主体となって実施する体制に変
更したことにより、農務事務所と市町村が具体的な課題（各集落個別課題の他、鳥獣
害対策、担い手対策等）を共有しながら推進することができている。
・「多面的機能支払交付金」と連携した推進により、集落活動の充実や可能な範囲で
の事務処理一元化、協定面積の拡大等を図っている。
・農業者の高齢化と市町村職員の業務量増加に伴い、交付事務や協定の事務支援に要
する時間が多くなり、面積拡大や活動内容の深化に向けた積極的な推進ができなく
なっているのが課題である。

・本制度により、集落の共同による農業生産体制整備や農地の維持・管理の意識が高
まるとともに活動が継続され、一定の成果が上がっている。
・地域差はあるが、高齢化が進行する中で、後継者不足や担い手確保が課題となって
いる。

・６次産業化（そば、味噌作り等）や都市農村交流（農業体験受入等）で所得向上が
図られている協定も見られるが、地域によってはそれ以前に生産量の維持が課題と
なっている。地域の実情に即した作物導入や販路の拡大等の検討・支援を行っていく
必要がある。

・集落単位での活動が基本であるため、協定の構成員相互で助け合いながら活動が進
められており、高齢化や担い手不足が進展する中にあっても、本制度の活用により農
業生産活動の基礎である地域協同や農地維持・管理が継続されている。
・しかしながら、現状維持に精一杯の地域も多く、今後は近隣集落や農業生産法人、
ＮＰＯ等多様な担い手と連携して進めていけるよう指導・助言をしていく必要があ
る。
・多面的機能の維持や集落コミュニティの活性化のため、高齢化対策等を踏まえなが
ら制度を継続していくことが重要である。



① 話し合い活動の充実

② 非農家等多様な人材の参画推進

③ 市町村、JA、農地中間管理機構等との連携強化

④ 地域外者等との連携強化

⑤ 近隣集落等の連携強化

⑥　活動内容の再検討（変更）活動内容の再検討（変更）

ア　活動目標

イ　達成目標

ウ　加算措置

エ　単価

⑦ 組織的な営農活動の導入

⑧ 共同取組活動の充実

⑨

⑩ 協定参加者の意向把握＊

⑪

⑫ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊は「集落協定内での話し合いの状況」「集落戦略への取組状況」のみに該当する指導助言項目

注）

共同取組活動や集落行事の再点検（内容や参加状況）＊

農業者や農業生産活動の状況を提示（課題の明確化）＊

　中間年評価の結果、市町村が必要とした指導・助言の内容を集計して下さい。

0 0

0 0

0 0

20 0

53 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

45 0

9 0

3 0

0 0

0 0

0 0

（別紙１）

「指導・助言」の内訳

対応の方向 集落協定数 個別協定数



① 農業生産活動等の未実施（全額遡及返還）

② 多面的機能の増進活動の未実施（全額遡及返還）

③

④

⑤ 水路・農道等の維持・管理の未実施（全額遡及返還）

⑥

⑦

⑧

⑨

注）　中間年評価の結果、市町村が措置することとなったものを集計して下さい。

0

0

集落マスタープラン（次年度以降全額交付停止）

体制整備の未実施（２割相当の遡及返還）

0

指導内容
件数 金額（円）

0

加算措置の未実施（加算分の遡及返還、次年度以降交
付停止）

耕作放棄地の管理の未実施（次年度以降全額交付停止）

（別紙２）

「返還措置等」の内訳

0

耕作放棄地等の復旧等の未実施（当該農用地分の遡及
返還、当該年度以降全額交付停止）

個別協定【委託契約等の解除、農業生産活動等の未実
施、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項
の未実施】（当該農用地分の全額遡及返還、当該農用
地分の次年度以降交付停止、２割相当の遡及返還）

0

0

0

0

集落協定数等



（１）推進体制

（２）支援体制

（３）集落等への支援内容・効果
① 市町村が行った主な支援内容

② 市町村による支援の効果

（別紙３）

都道府県の推進活動等

都道府県名 　山梨県 担当部署
　農政部農村振興課
　　（各農務事務所）

「市町村の推進活動等（様式２－１の別紙３）を集計し、市町村の推進活動の状況を明ら
かにして下さい。

１　市町村の取組に関する集計

① 市町村数：19
② １市町村当たりの担当者数：平均１.６人（１人～９人。15市町村は１人、３市町村で
　　　　　　　　　　　　　　 副担当１～２人配置、北杜市では支所ごとに担当を配置）
③ 業務の内訳：1.協定書審査･交付事務、2.集落等への事務支援、3.共同取組活動への指導･
　　　　　　　　助言、 4.実施状況の確認　　 に係る業務が多くなっている。
　

①、② 関係機関・団体との連携状況及び内容

・県出先機関（１９市町村）：活動内容や交付金使途等に関する相談、交付金事務支援、
　　　　　　　　　　　　　　書類作成支援、活動や事務への支援、農地確保　等
・農業委員会（１３市町村）：農地の貸借や転用に係る情報提供、農地利用に係る相談、
　　　　　　　　　　　　　　荒廃農地に関する情報共有、制度の理解促進、実施状況に
　　　　　　　　　　　　　　関する助言・指導　等
・農地中間管理機構（６市町村）：貸借、売買、利用権設定等に係る情報共有、農地確保
・市町村他部局、部課内（５市町村）：多面的機能支払交付金、他事業、補助金、公共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業、補助金、荒廃農地状況等の情報共有　等
・ＪＡ（４市町村）：協定農用地の管理、生産技術支援、鳥獣害対策指導、交付金交付円滑
　　　　　　　　　　化支援　等
・土地改良区（３市町村）：ほ場整備等に係る情報共有等
・その他（２市町）：市内の農事組合法人、鳥獣害対策関係団体

・耕作放棄地発生抑制や農地管理に係る意識が向上した。
・集落の事務支援により協定の負担軽減が図られ、活動継続に繋がっている。
・農業生産活動の維持向上、担い手確保への気運醸成、鳥獣害対策への効果があっ
た。
・集落戦略や加算措置の推進により、集落が前向きに取組を検討するようになった。
・推進により、毎年協定面積が増加している市もある。
・支援体制の充実（旧市町村単位に窓口、現地指導）により、協定の計画達成が見込
まれる。

・農業者の高齢化に伴い、ほとんどの市町村で、集落で作成する協定書や交付金交付
に必要な書類作成についての支援が多くなっている。
・また、共同取組活動の内容や方法等、具体的な活動に対する指導助言が行われてい
る。
・協定への事業説明の他、新規協定締結に向けた推進や支援も行っている。



③ 市町村の自己評価結果

（１）市町村の推進活動等に関する評価

（２）今後、必要な支援

（１）都道府県の推進体制

（各地域ごとに評価）

【中北】
・遊休農地や荒廃農地を解消する高い意識のもと取り組んだ結果、多くの市で協定数、協
定面積増に繋がった。
・協定数の多い市では、各支所に担当職員を配置するなどし、各協定にきめ細かな指導、
助言等行うことが出来ている。
【峡東】
・農家の高齢化が進み、市への事務処理支援などの負担が大きい中で、協定農用地の維持
に取り組んでいる。
【峡南】
・各町は、関係機関と連携して情報共有や調整を行い、集落への指導に努めている。
・高齢化の進んでいる集落への事務支援や助言を積極的に行い、集落活動の維持を支援
し、また、鳥獣害対策等の課題がある集落へ呼びかけ、新規認定への支援を行うなど、集
落の協働意識の向上や耕作放棄地の抑制に繋げている。
【富士・東部】
・いずれの市町村も集落との連携を図り、事務支援や活動の助言・指導に行っている。高
齢化が進む各集落において協定面積は維持されており、一定の効果はあったと考えられ
る。

・農業者の高齢化や担い手不足に伴い、集落における事務負担が過大となっていることか
ら、事務手続きの簡素化や事務処理の軽減について検討していくことが必要。
・各種施策等と連携し、集落の農地を維持する担い手や、協定活動を引き継ぐ後継者確保
やその体制作りへの支援が必要。

２　市町村の自己評価に対する都道府県の評価

職員の人員減少による負担増加や農業者の高齢化対応に苦慮しつつも、全市町村が
「〇：一定程度効果があり、有効な支援であった」と評価している。

・農村振興課では、年に２回程度全市町村を対象とした説明会を開催し、制度の推進や事
務（推進、確認、補助金交付）についての徹底を図っている。
　それ以外は、本課と連携する中で、各農務事務所が市町村に直接支援する体制をとって
いる。
・交付金は、農村振興課から直接各市町村に交付するが、書類のとりまとめや市町村への
具体的支援は農務事務所が行っている。
・農務事務所では、抽出検査を通して町と情報共有を図る中で、具体的な指導助言を行っ
ている。本課でも可能な限り同行し、連携する中で、市町村担当者や協定代表者への直接
支援を心がけている。
・担当課内及び関係部署と連携し、多面的機能支払交付金、耕作放棄地対策、農地中間管
理事業、土地改良事業等との調整を図りながら推進している。

３　都道府県による市町村への支援の内容等



（２）市町村に対する支援内容と効果

（１）都道府県の推進活動に関する自己評価

（２）本制度の推進に関する課題と今後、必要な支援
・ほとんどの市町村から、協定構成員の高齢化と事務負担の増加が課題として挙げられて
いる。
関係機関が連携する中で、担い手育成や、事務処理の軽減化（協定規模によっては難しい
が、一部事務委託等）を検討する。
・高齢化等により、活動継続への不安を抱える協定が多くなっている。次期対策に向け
て、いかに協定面積の維持と集落活動の継続を図るかを検討していく必要がある。
・多面的機能支払交付金との連携により、交付金の有効活用や事務の一元化、効率的な制
度推進を図る。

No.1

No.2

No.3

市町村担当者への制度の説明、指導・助言

交付金の交付事務に係る指導・助言

実施状況の確認に係る指導・助言

４　都道府県の推進活動等に関する自己評価等

・各農務事務所を通しての市町村支援により、効率的な制度の推進と交付事務を進めるこ
とができた。
・平成２８年度の抽出検査方法見直しに伴い、農務事務所が主体となって検査を実施する
体制に変更した。
　農務事務所の負担が増加することになった反面、市町村や協定が抱える課題等を把握し
やすくなり、具体的な支援ができるようになった。
・地域によっては、集落の課題に応じた具体的な交付金の活用方法等を指導し、協定面積
も増加している。

第４期対策において実施した市町村等への支援の結果、どのような効果があったか記載して下さい。

市町村に対する支援の効果

・地域によっては、多くの市で協定数、協定面積の増加が図られた。
・各市町村とも集落活動及び事務が円滑に進むよう配慮しながら推進しており、高齢化の
中にあっても協定面積は維持されている。
・交付金事務や抽出検査等を通して、また日頃から市町村との情報共有を図る中で指導助
言を行い、速やかに問題に対処できている。
・村と連携して「集落戦略」を推進・検討し、１村（１協定）において策定された。

第４期対策において実施した市町村等への支援内容を記載して下さい（主な支援内容）。



 

 

中山間地域等直接支払制度 中間年評価の概要 

【第４期対策】 

農村振興局 

平成 3 0 年６月



 

中間年評価結果のポイント 
 

○ 平成 29 年度は 996 市町村 25,868 協定(集落協定 25,320 個別
協定 548)、66.3 万 ha で実施。 

・ 農業生産活動等が適切であり、今後とも順調な取り組みが見込まれる

協定は 25,085 協定(97％)。 

・ 農業生産活動等は行われているが、達成の度合いが低い協定も 792 協

定(３％)あり、市町村による 必要な指導・助言を行い、達成を目指す。 

○ 協定、市町村へのアンケート結果等によると、本制度の効果
を評価する声が多数。 

                        (協定) (市町村) 

・ 耕作放棄の防止に効果があった       82％    95% 

・ 協働意識が高まった             81％    94% 

・ 集落の話合いが維持・増加した        98％     - 

 

○ 協定へのアンケート結果によると、効率的な農業生産体制の
整備や所得向上など構造改革にも寄与 

（将来に亘り農地を保全していく体制が整備された理由）               

・ 担い手への農地集積等が増加した           38％ 

・ 生産組合や法人を設立又はその気運が高まった     19％ 

・ 新規就農者やオペレーターを確保又は目処が立った   13％ 

 ・ これらの協定では、農地の受け手となる集落営農や法人の設立、農地

集積、交付金を活用した共同利用機械の導入や農家レストランを整備す

る等の取組を展開。 

○ 広域化・協定規模が大きいほど、集落戦略を作成しているほど、
将来に亘り協定農用地を維持していける協定の割合が高い。 

○ ほとんどの協定、市町村が本制度の継続を要望。 

○ 都道府県の中間年評価においても、中山間地域等の農業農村の維
持・発展への効果や制度継続が必要であると評価。 

○ 高齢化や協定参加者の減少、農業の担い手不足、活動の核となる
人材不足が課題 

・ 今後、高齢化や協定参加者の減少、担い手不足を補い、将来に亘り協

定農用地を維持管理していける体制づくりに向け、農業生産性向上や 6

次産業化等による所得の向上に向けた取組、人材確保の取組、協定の広

域化、集落戦略の作成の取組を更に進めていく必要。 

- 1 -

Administrator
テキストボックス



 
１ 中間年評価の実施 

・ 中間年評価は、集落協定等で規定した取組の実施状況を評価の上、取組が不十

分な協定に対して、改善に向けた適切な指導・助言を行うことを目的に実施して

いる。 

・ 第４期対策(平成 27～31 年度)の中間年評価は 29 年度に、本制度に取り組む全

ての協定、市町村、道府県を対象に実施した。 

２ 本制度の実施状況 

（協定数・交付対象面積） 

・ 本制度は、平成 27 年度から第４期対策として実施しており、平成 29 年度時

点の実施状況は、約 2.6 万協定（集落協定 25,320 協定、個別協定 548 協定）、

協定農用地は 66.3 万 ha となっている。 

３ 協定に定められた活動の実施状況 

（１）集落協定毎の総合評価  

・ 評価した集落協定のうち、「優」「良」と評価されたのは 24,535 協定(97％)。 

・ 「優」と評価された協定は、協定数で６割、交付面積で８割を占め、取組はお

おむね順調に実施されている。 

・ 一方、達成の度合いが低く、「可」と評価された協定は３％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 
 注）中間年評価の実施以降に協定の統合や廃止を行った協定等が存在するため、29 年度実施状況と協定数が合致して

いない場合がある(以下同じ。)。 

（２）集落協定に定められた活動項目毎の評価 

・ 集落協定に定められた各活動とも、９割以上が「目標以上の達成が見込まれ

る」「目標の達成が見込まれる」と評価されている。 
（注）「×：返還等」となった９協定について、２協定は協定違反（協定農用地の一部転用）により全額遡及返還

し協定活動をとりやめたもの、７協定は協定参加者の死亡・高齢化により農業生産活動の継続が困難となった農

地(交付金返還の免責)を引き受けられなかったことによる体制整備単価分の返還（協定活動は継続）。 
【市町村が実施した取り組むべき活動項目毎の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎：優良 ○：適当 △：要指導・助言 ☓：返還等

（目標以上の達成が見込まれる） （達成が見込まれる） （改善が見込まれる） （改善が見込まれない）

6% 93% 2% 0%
1,408              23,463            457                 1                      25,329            

8% 89% 3% 0%
2,015              22,634            678                 2                      25,329            

11% 88% 1% 0%
2,804              22,307            217                 1                      25,329            

7% 90% 3% 0%
1,802              22,840            686                 1                      25,329            

6% 91% 3% - 
978                 15,669            515                 -                      17,162            

7% 84% 8% - 
96                   1,084              108                 -                      1,288              
9% 84% 7% - 
41                   376                 31                   -                      448                 

98% 2% 0%
15,848            282                 7                      16,137            

91% 9% - 
150                 14                   -                      164                 
97% 3% - 

1,745              54                   -                      1,799              

4,198              25,090            1,883              9                      

農業生産活動等の体制整
備として取り組むべき事
項

③

集落連携・機能維持加算

超急傾斜農地保全管理加算

合計（重複除く）

選
択
事
項

加算措置④

農用地等保全体制整備

Ａ要件

Ｂ要件

Ｃ要件

活動項目毎の評価結果

取　組取り組むべき事項

必
須
事
項

概ね５年間の具体的な活動計画

計

耕作放棄の防止活動

水路・農道等の管理活動

多面的機能を増進する活動

農業生産活動等として取
り組むべき事項等

②

集落マスタープラン①
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（３）個別協定 

・ 評価した 550 協定のうち、「優」「良」と評価されたのは 37％となっているが、

個々の活動については、「目標以上の達成が見込まれる」「目標の達成が見込ま

れる」と評価されたものがほぼ全数を占めており、活動は着実に実施されてい

る状況である。 

 

（４）農業生産体制（担い手の確保、農地集積の取組等）の評価 

・ 体制整備要件に取り組み、より具体的な目標を掲げ、担い手（新規就農者等を

含む）の確保や農地集積に取り組んでいるのは 1,572 協定となっている。 

・ 協定の自己評価では、中間年時点で概ね８割以上の協定が５０％以上の進捗

となっており、市町村評価においても９割以上の協定で目標達成が見込まれる。 

 

（５）所得形成（６次産業化等の取組）の評価 

・ 体制整備要件に取り組み、より具体的な目標を掲げ、高付加価値農業の実践や

６次産業化等に取り組んでいるのは 345 協定となっている。 

・ 協定の自己評価では、中間年時点で概ね７割以上の協定が５０％以上の進捗

となっており、市町村評価においても９割以上の協定で目標達成が見込まれる。 

 

（６）集落維持（共同取組活動（必須）の取組）の評価 

・ 共同取組活動のうち耕作放棄の防止等の活動及び水路・農道等の管理につい

て、協定の自己評価では、概ね８割以上の協定で確実に実施され、市町村評価に

おいても、ほとんどの協定で順調な目標達成が見込まれる。 

・ 同様に多面的機能を増進する活動について、協定の自己評価では、概ね９割以

上の協定で確実に実施され、市町村評価においても、ほとんどの協定で順調な

目標達成が見込まれる。 

 

（７）加算措置（集落連携・機能維持加算、超急傾斜農地保全管理加算）の評価 

・ 集落連携・機能維持加算のうち広域化支援に取り組む集落協定は 164 協定で、

全ての協定において主導的な役割を担う人材を確保される見通しである。 

・ 広域化とともに取り組まれている担い手への農地集積や６次産業化などの取

組について、協定の自己評価では、中間年時点で概ね６割以上の協定が５０％

以上の進捗となっており、市町村評価においても９割以上の協定で目標達成が

見込まれる。 

・ 超急傾斜農地保全管理加算に取り組む協定は 1,815 協定で、急傾斜農地の保

全活動の取組及び超急傾斜農地で生産される農産物の販売促進等の販売促進等

の取組について、協定の自己評価では、取組内容によっては、ほぼ全ての協定で

取組が実施され、市町村評価においても、９割以上の協定で目標達成が見込ま

れる。 
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４ 都道府県における中間年評価結果 

・ ほとんどの都道府県において中山間地域等の農業農村の維持発展への効果や制

度継続が必要と評価している。 

・ 今後解決すべき課題は、「高齢化・協定参加者の減少」「農業の担い手不足」な

どの人材不足、収益向上の取組が少ない・困難など。 

・ 制度に対する意見・要望は、「集落戦略の作成や集落連携」「自治会や地域住民

の運営組織、その他の多様な組織や若者など多様な人材との連携」「集落が体制

整備のＡ要件やＢ要件に積極的に取り組むよう誘導」「事務の簡素化、事務手続

のマニュアル化、協定農用地管理や傾斜測定に係るシステム導入」「協定期間の

短縮」、交付金返還の免責要件の緩和」などをあげている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中間年評価のまとめ 

（１）協定に定められた活動の実施状況 

・ 協定に定められた活動は、目標どおり活動が継続される見込みであることか

ら、目標年度まで農業生産活動等が継続されることにより協定農用地は適切に

維持管理され、多面的機能の発揮が維持・促進されることが見込まれる。 

（２）耕作放棄の発生防止 

・ 協定及び市町村に対するアンケート調査では、「本制度に取り組まなければ耕

作放棄が発生したと回答した協定及び市町村が、それぞれ８割、９割を占めて

おり、「耕作放棄防止等の活動」「水路・農道等の管理」「多面的機能を増進する

活動」など農業生産活動を継続するための基礎的な活動、本制度を契機として

農地保全に対する意識が高まったこと等から耕作放棄の発生防止に効果を上げ

ていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（アンケート調査結果） 
・本制度に取り組んでいなければ協定農用地はどれくらい耕作放棄されると思うか。 

今後解決すべき課題 
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（３）農村協働力の向上・維持 

・ 集落の「話し合いの状況」は、ほとんどの協定で、第４期対策以前に比べ話し

合い回数を維持・増加させており、また、集落協定に対するアンケート調査では

本対策の取組を通じ、集落の「協働意識」が高まったとする回答が約８割を占め

ていることから、農村協働力の向上・維持に効果を上げていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）効率的な農業生産体制の整備や所得向上（構造改革への寄与） 

・ 集落協定及び市町村に対するアンケート調査では、集落協定において、将来

（次期対策～10 年後）に亘り農地等を維持管理していける体制が整備されてき

ているとし、これらの協定では、担い手への農地集積の増加（38%）、生産組合や

法人の設立(19%)、新規就農者やオペレーターの確保(13%)が進んでいると考え

られる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 本制度への取組を契機に農地の維持管理に対する意識が高まり、農地の受け手

となる法人の設立、交付金を活用した共同利用機械の導入や農家レストランを

整備した協定もあり、集落営農の設立や法人化、個別の担い手や後継者、協定活

動の核となる人材の確保と農地集積、高収益作物の導入や６次産業化が進めら

れている。また、協定によっては、これらの取組を含む多様な所得機会を組み合

わせた「多業による所得向上」の取組も進められている。 

（アンケート調査結果） 
・本制度に取り組むことにより「協働意識」は 

集落で定着したか。 

（協定の自己評価票） 
・集落協定内の話し合いは、第４期対策から増加

したか。 

（アンケート調査結果） 
・次期対策～10 年後の協定農用地の維持管理できる理由は何か。 

38%

30%

23%

19%

13%

13%

9%

4%

3%

2%

14%

(n=7,236)

担い手への農地集積・集約面積、作業委託面積が増加した

協定参加者の世代交代(若返り)が進んだ、または気運が高まった

活動の核となる若手人材を確保できた、または確保できる目処が立った

生産組合や法人を設立できた、またはその機運が高まった

新規就農者やオペレーターが確保できた、または確保の目処が立った

寄り合い回数の増加や祭りの復活など地域活動が活発となった

地域での役割分担が明確となり、女性や高齢者、子供の活動が活発になった

新規作物や有機栽培等を導入し、所得が増加した、または増加の目処が立った

若年層の定住化や移住者により集落の人口が維持・増加した

加工、直売、農家レストラン等に取り組み所得が増加した、または増加の目処が立った

その他
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（５）集落間連携の取組（協定の広域化） 

・ 集落協定に対するアンケート調査では、広域化支援を実施している又は協定

規模が 15ha を超える協定では、協定参加者の増加による農地等の維持・管理の

効率化、担い手の確保、事務担当者の確保など取組体制の強化が図られている。 

・ また、広域化した協定が集落戦略を作成することによる交付金返還の緩和措

置が協定参加者の精神的負担の軽減に繋がり本制度に取り組みやすくなってい

ると考えられる。 

・ 協定の広域化等により協定面積が大きいほど、将来（次期対策～10 年後）に

亘り農地等を維持管理していける体制が整備されている割合が高く、農業生産

活動を継続していく上で有効な手段であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）集落戦略の取組 

・ 集落戦略を作成又は作成中である協定は約１割で、協定農用地面積の約５割

をカバーしている。 

・ 集落協定に対するアンケート調査では、約４割の協定が同戦略の必要性を認

識しており、更に同戦略を作成した協定では、生産組織や法人の立ち上げ、農地

中間管理事業の活用等の取組が始まっている。 

・ 同戦略に取り組んでいる協定の方が、将来に亘り農地等を維持管理していけ

る体制が整備されている割合が高く、協定農用地毎に将来の維持管理の見通し

を「見える化」することで課題を集落内で共有し、将来に亘る協定農用地の維持

管理手法を検討していく上で重要な取組であると考えられる。 

・ 同戦略の取組を更に進めつつ、最終評価に向け同戦略の取組引き続き検証し

ていく。 

57%

52%

58%

68%

56%

61%

43%

48%

42%

32%

44%

39%

全体(n=12786)

基礎単価(n=3277)

体制整備単価(n=9499)

集落協定の広域化支援加算(n=99)

5ha未満(n=4506)

15ha以上(n=3340)

継続されている

一部荒廃しているかもしれない

（アンケート調査結果） 
・広域化や協定規模の拡大により次期対策～10 年後の協定農用地の維持管理できる理由は何か。 

・次期対策～10 年後も協定農用地は維持管理されているか 

44%
26%

20%
13%
14%

（n=3,000）

農業生産の担い手を確保することができた

協定参加者の人数が増え、役割分担を見直すことにより、農地の保全・管理が効率的に行えるようになった

事務作業を若手が担当するようになり組織運営が効率化した

集落戦略を作成することで、耕作放棄等による全農地の遡及返還がなくなり精神的負担が軽減された

その他
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６ 課題 

高齢化や協定参加者の減少を補う取組体制の強化 

・ 集落協定に対するアンケート調査では、本制度への評価は高く、９割を超える

協定が次期対策にも取り組めるとしているものの、現状のままでは、約４割の

協定が荒廃化を危惧する農用地を除外して取り組む可能性もあるとしており、

高齢化や協定参加者の減少、担い手不足を補う取組体制の強化が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協定の自己評価票） 
・集落戦略は必要か 

（アンケート調査結果） 
・集落戦略で示された将来方向実現のための特別な取組を行っているか。 

（アンケート調査結果） 
・次期対策～10 年後も協定農用地は維持管理されているか 

（アンケート調査結果） 
・次期対策に取り組めるか。 

（アンケート調査結果） 
・次期対策又は 10 年後、協定農用地の耕作、農道・水路等の管理が困難となる理由は何か。 

協定面積（n=66.3 万 ha） 

注）ラウンドの関係で合計値が合致しない 

37%

22%

41%

集落戦略に対する意識（協定）

必要

不必要

わからない

18%

18%

17%

16%

12%

（n=1,619）

集落戦略の実現に向けた取組（協定） 農地中間管理機構へ農地を貸し付け

生産組合や法人の設立

集落全体の課題解決に必要な補助事業の実施

他集落との連携

新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など新

たな担い手の確保

57%

52%

58%

65%

62%

55%

43%

48%

42%

35%

38%

45%

全体(n=12786)

基礎単価(n=3277)

体制整備単価(n=9499)

集落戦略作成済(n=907)

集落戦略作成予定(n=894)

集落戦略未作成(n=10985)

継続されている

一部荒廃しているかもしれない

2.1万ha
3.2%

38.1万ha
57.4%

25.1万ha
37.7%

1.2万ha
1.8%748 

3.0%

12,038 
47.5%

10,825 
42.7%

1,718 
6.8%

集落協定(n=25,329)

協定農用地を拡大し取り組め

る

協定農用地を維持して取り組

める

取り組めるが、荒廃が懸念さ

れる農用地を除外する

取り組むことは困難

66%
58%
56%

32%
23%

17%
3%
2%

(n=18,093)

農業の担い手が不在、または不足

高齢化・後継者不足によるリーダー等の不在

高齢化や人口減少により、農道・水路等の管理が困難

鳥獣被害の拡大

農業生産自体の収益が見込めず耕作の継続が困難

耕作放棄の発生に伴う遡及返還への不安

出役調整や日当の支払いなどの事務負担

その他
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７ 課題の解決に向けた取組 

・ 中山間地域等では土地条件に加え、人口減少や高齢化の進行、鳥獣被害の拡大

など厳しい状況に置かれているが、大部分の集落及び市町村では、本制度の継

続を望んでおり、本制度を活用しつつ、将来に亘り、地域の農地等を保全してい

く意欲を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ このため、協定等に基づく活動を着実に実施しつつ、農地等の維持管理に不安

を抱える集落等に対して、高齢化や協定参加者の減少、担い手不足を補い、将来

に亘り協定農用地を維持管理していける体制づくりに向けた積極的な支援が必

要である。 

・ 支援に当たっては、協定毎に抱える課題や支援ニーズを踏まえつつ、農業生産

性の向上、高収益作物の導入や６次産業化による所得向上などのより前向きな

取組、協定の広域化、集落戦略の作成に取り組んだ協定が、農業の担い手や活動

の核となる人材の確保、農地の集積・集約化に繋がっていることから引き続き

これらの取組を積極的に推進していくことが必要と考えられる。 

・ また、高齢化の進展により協定参加者の減少が危惧されることから、地域内の

非農業者や地域外の人材なども含み農地・農道・水路等の管理作業に必要な人

員を確保するなど条件不利地域における担い手の負担軽減に向けた地域ぐるみ

での体制づくり、農作業体験などによる「交流人口」や共同取組活動などへ定期

的に参加する「関係人口」の増加に向けた段階的な取組を進めつつ、「担っても

らう役割」「求める人物像」の明確化など地域おこし協力隊や新規就農者をはじ

めとする外部人材の積極的な受入に向けた条件整備、省力化技術の導入や手間

のかからない作物の導入など少人数でも取り組める農業生産活動の検討などを

行うことも重要と考えられる。 

・ 将来を担う人材の確保に向けては、集落に居住する若年層はもとより、近年、

強まっている「田園回帰」の流れの中で、中山間地域等を訪れる者が、地域の持

つ魅力や可能性（地域資源）を再評価でき、更に地域資源を活用した付加価値の

高い農産物の生産・販売、加工、都市住民を巻き込んだ農地等の保全活動など新

たな発想による取組に繋がる支援が重要であると考えられる。 

 

個別協定  

82%

55%

18%

45%

0%

0%

現行の制度のまま、継続する

必要がある

制度を一部、見直した上で、

継続する必要がある

必要ない

集落協定  

市町村  

（アンケート調査結果） 
・中山間地域の農業農村を維持していく上で、今後も中山間地域等直接支払制度は必要と思うか。 

76% 23% 1%（n=25,329）

79% 21% 1%（n=550）

60% 40%（n=996）
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８ 今後の制度のあり方 

・ 今回の中間年評価等で明らかになった本制度の実施効果や地域が抱えている

課題、課題解決に向けた取組の効果を最終評価で検証し、今後の制度のあり方

を検討していくこととする。 

 

９ 中間年評価に対する第三者機関の評価 

・ 今回の中間年評価では、農業生産体制の整備や所得形成など新たな評価項目

を追加した上で、評価内容に重複がないよう体系的に評価されていること、制

度の法定化により長期的な施策の実施が考えられる中、農林業センサスを活用

した定量的な効果分析による施策評価が行われたこと、地域の特徴的な取組事

例の収集・整理をもって質的な評価にも取り組んだことなど、評価の充実に向

けて新たな挑戦がなされていることを高く評価する意見があった。 

・課題を解決する取組を進めるため、どのような支援が必要か。 

38%

37%

37%

22%

15%

12%

13%

(n=18,093)

組織・法人の設立や農地集積に向けた調整に関する支援

新規就農者、地域おこし協力隊、NPO法人など核となる人材の斡旋

ノウハウを持った第三者による集落内の調整や他集落と連携に向けた支援

出役調整や交付金の配分など事務手続の補助

新規作物の導入や加工・直売に関する技術的支援及び販路の確保

集落の農家動向を踏まえ、高収益作物の導入や加工・直売、都市との交流など

集落の目指すべき「将来ビジョン」の提示
その他
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